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潜在保育士掘り起こし事業業務委託企画提案実施要領 

 

 

１ 委託業務名 

  潜在保育士掘り起こし事業業務委託 

 

２ 委託業務内容 

  別紙「潜在保育士掘り起こし事業業務委託提案仕様書」（以下、「仕様書」という。）のとおり 

 

３ 委託業務期間 

  契約日から令和７年３月３１日（月）まで 

 

４ 委託上限額 

  ２０，７７７，０００円（消費税及び地方消費税を含む）を上限とする。 

 

５ 参加資格の要件 

  複数の者による共同提案を認めるが、この場合は、代表者を定めた上で企画提案競技に参加する

ものとし、県との契約の当事者は当該代表者とする。また、県との契約締結後、当該代表者と代表者

以外の構成員で再委託契約を結ぶこととする。再委託については、別途委託契約書に定める県の事前

承認が必要となる。 

  なお、代表者以外の構成員についても、「６（２）のエ及びカからク」に定める参加資格の確認

に必要な書類を提出するものとする。 

  参加者に必要な資格は、次の各号に定めるとおりとする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定により埼玉県における一

般競争入札の参加を制限されていない者であること。 

（２）埼玉県の契約に係る入札参加停止等の措置要綱（平成２１年３月３１日付入審第５１３－１号）

に基づく入札参加停止等の措置を受けていない者であること。 

（３）埼玉県の契約に係る暴力団排除措置要綱（平成２１年３月３１日付入審第９７－１号）に基づ

く指名除外措置を受けていない者であること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法（平成

１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立て又は破産法（平成１６年法律第７５号）

に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。 

（５）法人税、法人県民税、法人事業税、地方法人特別税、消費税及び地方消費税等納付すべき税金

を滞納していない者であること。 

（６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に掲

げる暴力団、同条第６号に規定する暴力団員である役職員を有する団体並びにそれらの利益とな

る活動を行う者でないこと。 

 

６ 企画提案競技に関する事項 

（１）スケジュール（予定） 
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   実施要領掲載          ６月２４日（月） 

   質問受付            ６月２４日（月）～６月２８日（金）１７時 

   質問回答            ７月 ３日（水） 

   企画提案書等提出期限      ７月１２日（金）１７時 

   第１次審査（書類審査）結果通知 ７月１８日（木） 

   第２次審査（プレゼンテーション）７月２２日（月） 

   審査結果通知          ７月下旬 

    

（２）企画提案書等の提出 

   企画提案に当たっては、以下のアからクの書類を提出すること。 

  ア 企画提案参加申込書（様式１） 

 イ 企画提案書 

    仕様書に基づき、概ね以下の（ア）から（オ）の内容を記載の上、Ａ４版・横向きで作成す

ること。 

    なお、提案では、「①仕様書の内容を具現化したもの」、「②仕様書に独自で上乗せするも

の」、「③仕様書と異なる提案を行うもの」の別が明確に判別できるようにすること。 

  （ア）基本方針、特に重要と考えるポイント 

  （イ）企画提案事項の内容、実施方法、独自提案 

特に、(a)から(d)について、具体的に記載すること。 

(a)ダイレクトメール 

 ・ダイレクトメールのデザインサンプルを１案提示すること。 

(b)デジタル広告 

 ・広告の媒体、配信方法、表示場所、期間、ターゲティングを明示すること。 

 ・インプレッション数及びクリック数のシミュレーションを記載すること。 

(c)広報パンフレット 

 ・パンフレット（学生向け・潜在保育士向け）のレイアウト及びデザインイメージを各１ 

   案提示すること。 

(d)その他事業効果を高める独自提案 

  （ウ）契約期間全体における業務スケジュール 

     ・仕様書の６に記載されているポータルサイトの公開スケジュールを踏まえ、各広報の効果 

     的な実施時期を提案すること。 

  （エ）業務実施体制 

※ 次の点に留意し、本業務を円滑に実施できる実施体制を記載する。なお、再委託を予定 

 している場合、その予定事業者についても実施体制に記載する。 

     ・本業務の運営管理体制、業務責任者やその他人員の役割等 

     ・県との連絡体制及び連絡手段 

     ・個人情報の管理（仕様書の８（１）アの記載内容を証明する書類）、法令順守の体制 

     ・事故があった場合等の危機管理対応等 

  （オ）その他、必要と思われる事項 

  ウ 委託料見積書 

   ・経費の内訳表を作成すること。 
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   ・受託者が再委託する場合は、再委託先、再委託内容、金額（総額及び積算）を明記すること。

なお、再委託先の金額が受託者の金額を上回らないこと。 

  エ 法人の概要（設立趣旨、事業内容）が分かるもの 

  オ 本事業に類する業務の受託実績 

    令和４年度以降における、本事業の調達内容に類する事業の受託実績（事業主体は国又は地

方公共団体とする。団体名、成約年度、件名、事業の概要、契約金額等が記載されているこ

と。） 

  カ 法人の登記事項全部証明書（提案日前３か月以内に取得したもの）（写し可） 

  キ 法人の定款又は寄付行為、規約若しくはこれに準ずる書類 

  ク 参加資格の要件を満たす旨の誓約書（様式２） 

   

７ 企画提案書等の提出方法等 

（１）提出方法 

   電子メール 

   ※必ず電話による到達確認を行うこと。 

 

（２）提出先 

  埼玉県福祉部こども支援課 保育・人材確保担当 

  電 話 048-830-3349 

    メール a3330-02@pref.saitama.lg.jp 

   

（３）受付期間 

  令和６年６月２４日（月）から７月１２日（金）１７時まで 
 

（４）その他 

  ア 企画提案書等の提出については、１提案者につき１提案に限る。 

  イ 企画提案書等の提出後は、その内容を変更することはできない。また、提出された企画提案 

   書等は返却しない。 

  ウ 企画提案書等の作成に係る経費は提案者の負担とする。 

  エ 本企画提案は事業者の選定を目的としており、契約に当たっては提案書の内容に拘束されな 

   い。 

 

８ 質問事項の受付 

  募集の内容に関する質問を次のとおり受け付ける。 

（１）受付期間 

   令和６年６月２４日（月）から６月２８日（金）１７時まで 

 

（２）受付方法 

   「企画提案競技に関する質問書」（様式３）に記入の上、電子メールで提出すること。また、

提出した場合は、必ず電話による到達確認を行うこと。 

mailto:a3330-02@pref.saitama.lg.jp
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   （提出先アドレス） 

    a3330-02@pref.saitama.lg.jp 

 

（３）回答方法 

   質問を行った事業者名を伏せた上で、令和６年７月３日（水）までに、本実施要領を掲載し 

  たホームページに回答を掲載する。 

   なお、電話による質問には、軽易なものを除き応じない。 

 

９ 審査に関する事項  

（１）審査方法  

  ア 県は、潜在保育士掘り起こし事業業務委託業者審査委員会（以下、「委員会」という。）に 

  おいて、提出された企画提案書及びその他提出書類並びにプレゼンテーションの内容に基づき、 

  事業の企画能力などを総合的に審査し、総合点が最も高かった提案者を委託契約先候補者に決 

  定する。 

      ただし、提案者が６者以上の場合には、委員会において第１次審査（書類審査）を行い、 

   審査を通過した者だけが第２次審査（プレゼンテーション審査）を受けるものとする。 

   イ 評価の視点  

      評価に当たっては、別紙「潜在保育士掘り起こし事業業務委託企画提案評価項目」により審 

   査をするものとする。  

 

（２）第２次審査（プレゼンテーション審査） 

  企画提案の内容について、プレゼンテーションにより審査を行う。 

  ア 開催日 

   令和６年７月２２日（月）にＷｅｂ会議（Ｚｏｏｍ）にて開催予定。 

   詳細については、後日、企画提案書等を提出した者に対し、メールで連絡する。 

  イ 企画提案の所要時間 

   プレゼンテーション ２０分間 

   審査委員からの質疑 １５分間 

  ウ 注意事項  

    （ア）プレゼンテーションは、既提出の企画提案書等により行う。  

    （イ）企画提案者は、他の提案者の企画提案を傍聴することはできない。  

    （ウ）企業概要等の説明は、事前に提出された資料で確認するため、企画提案の内容を中心に説 

     明すること。  

  

（３）審査結果の通知  

    審査結果は選定後、７月下旬に提案者全員に対して通知する。 

 

１０ 契約の相手方の決定方法 

（１）県は、契約先候補者と業務履行に必要な協議を行い、協議が整った場合は契約先候補者から改

めて見積書を徴取し、見積書を精査の上、委託契約書を締結する。 

mailto:a3330-02@pref.saitama.lg.jp
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（２）契約先候補者と協議が整わない場合や、契約締結までの間に契約候補先に事故のある場合等契

約先候補者としての資格要件を失った時は、契約先候補者に対してその資格を取り消す旨の通知

をした後、委員会において評価点が２番目に高かった者を新たに契約先候補者とする。 

（３）企画提案競技に参加する者の数が１者であっても、上記選定方法により審査し契約先候補者を

選定する。 

 

１１ 問合せ先 

  「７（２）提出先」と同様 


